
資料１ 
住民基本台帳ネットワークシステムに係る費用対効果の再試算方法について 
市町村課 
当初試算 指摘事項 再試算 

 
・住基カードの所有率は人口の 1％とし、毎年 2％

ずつ増加する想定とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・転入通知の郵送料については、50 円のところと

80 円のところがあり、割合がわからないため、

計算上は平均の 65 円とした。 
 
・住民票の写しの省略については、今後提出が不

要になる事務が増加することから、全国で初年

度 500 万件、以後毎年 200 万件ずつ増加すると

想定した。（最終的には 2,500 万件。） 
 
 
・恩給受給者の申立書については、毎年 10 万件ず

つ減少すると想定した。 
 
 

 
・住基カードの所有率が現状と乖離してい

る。また、今後毎年 2％ずつ増えるという

根拠がない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・住民票の写しの省略について、初年度 500
万件、以後毎年 200 万件の前提は妥当かど

うか。精査が必要。 
・住民票の写しの省略による市町村の手数料

収入の減が加味されていない。 
 
 
 
 
 
 
 

 
・住基カードの所有率は初年度は人口の 0.3％とし、 

毎年同率ずつ増加する想定とする。 
※平成 15 年 8 月～11 月（4 ヵ月）の申請件数 

2,173 枚 × 3／長野県人口（H15.4.1 現在） 
2,202,733 ＝ 0.3％ 

★今後の増加率をどのように見込むか。 
 
・転入転出の特例については、平成 15 年 8 月～11 月の

利用がほとんどないため、再試算の中では考慮しない

こととする。 
 
 
 
 
 
※国の機関等の事務における利用の進捗状況について確

認をする。 
 
・住民票の写しが省略できる部分は住民側のプラスとし

て計算するが、行政側は収入減として計算する。 
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当初試算 指摘事項 再試算 
 
・住民票の写しの広域交付については、住所地の

市町村外へ通勤・通学する者のうち住民票が必

要になった場合に、２人に１人が利用すると想

定した。また、これによって、住所地市町村で

手続きをする場合に比べ、往復の通勤時間分が

軽減できると想定した。 
 
 
 
・年金受給者の現況届等の省略については、全国

で初年度 200 万件としたが、現在総務省と社会

保険庁が協議を行っていることから、平成 16 年

度から 2,000 万件が省略できると想定した。 
 
・住民票の手数料については、謄本 400 円、抄本

300 円という自治体もあったが、300 円で計算し

た。 
 
・住基ネットの経費については、総務省が試算し

た団体規模別必要経費に基づいて積算した。

（平成 16年度以降の経費は経常経費のみとして

同額と想定した。） 
 
 
 
 
 

 
・住民票の広域交付の利用率は現実にはもっ

と低いはず。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・平成 16 年度以降の経費が同額となってい

るが、システムの更新にかかる費用を考慮

すべき。 
 
 

 
・住民票の写しの広域交付については、人口の 0.053%
が利用する想定とする。また、これによって、住所地

市町村で手続きをする場合に比べ、往復の通勤時間分

が軽減できる想定とする。 
※平成 15 年 8 月～11 月（4 ヵ月）の申請件数 

386 件 × 3／長野県人口（H15.4.1 現在） 
  2,202,733 ＝ 0.053％ 

 
・国の機関等への情報提供料の増加による都道府県負担

金の減少について考慮する。 
 ※年金受給者の現況確認のための提供料等 
 
 
 
 
 
 
 
・住基ネットの経費については、総務省が試算した団体

規模別必要経費に基づいて積算する。平成 16 年度以

降の経費は経常経費のみとするが、システム更新のた

めの経費（工事費等）を考慮する。 
※市町村 CS 等…5 年更新 

  県ネットワーク機器…7 年更新 
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当初試算 指摘事項 再試算 
 
○数値化できていない要素 
 
・公的個人認証サービスの活用による住民サー

ビスの向上 
 
・住基カードの多目的利用による住民サービス

の向上 
 
・国の機関等への情報提供料の増加による都道

府県負担金の減少 
 
・市町村合併による経費負担の減少 
 
・年金等の過払い防止による事務の軽減 
 
・住基カードの利用による本人確認に要する時

間の短縮 
 
・国民年金法による被保険者の資格の取得に係

る２０歳到達者の住民票情報提供の 廃止に

よる事務の軽減 
 
・住基ネットシステムの管理・運用のための事

務（バックアップ、修正プログラムの適用等） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・職員の人件費（住基ネットの管理・運用の

ために増大している部分）についても考慮

すべき。 
 
・行政事務そのものの効率化、住基ネットの

有効活用を議論すべき。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   数値化の方法について検討を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・住基ネットシステムの管理・運用のための事務負担を

考慮する。 
※方法について今後検討。 

 
・県の事務への利用についても検討を行う。 
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